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〔概 要〕



○図表の数値は、原則として四捨五入しており、合計とは一致しない場合があります。
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○ 	この報告書は、食育基本法（平成17年法律第63号）第15条に規定する「食育の推進に関して講じた施策に関する報告書」
であり、政府が毎年国会に提出しなければならないとされているものである。

○ 	食品安全委員会、消費者庁、こども家庭庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、環境省等の関係府省庁等が講じた食育推
進施策について整理し、説明している。
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1 我が国の食料安全保障に関わる情勢の変化等
	○ 世界の食料需給については、世界的な食料需要の増加が見込まれる中、中長期的には逼

ひっ
迫
ぱく
が懸念される。また、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大に伴うサプライチェーン（供給網）の混乱に加え、2022年2月のロシアによるウクライナ侵略等により、
農業生産に必要な原油や肥料等の農業生産資材の価格高騰が生じるなど、我が国の食料をめぐる国内外の状況は刻々と変化して
おり、食料安全保障上のリスクが増大。
	○ 2023年6月には、「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」において、「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」が決定され、
平時からの国民一人一人の食料安全保障の確立、環境等に配慮した持続可能な農業・食品産業への転換、人口減少下でも持続可
能で強固な食料供給基盤の確立といった新たな３つの柱に基づく政策の方向性が取りまとめられた。
	○ 2022年9月から食料・農業・農村政策審議会の下で、食料・農業・農村基本法に基づく政策全般の検証・見直しの議論が行われ、
2023年9月に答申が取りまとめられた。同審議会の答申では農業施策の見直しの方向の1つとして、食料安全保障の観点から、
子供から大人までの世代を通じた農業体験等の食育や地産地消といった施策を官民が協働して幅広く進めていくべきであるとさ
れており、農業に対する国民の理解醸成を促していくことが求められている。
	○ 第213回国会（令和6年 常会）に「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」を提出。同法案では、国は、食料の価
格の形成に当たり、食料の持続的な供給の必要性に対する理解の増進等の施策を講ずるものとされている。

2 農林水産業に対する国民理解の醸成に向けた食育の推進
	○ 食育を推進することは、国民の食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、食に関わる人々の様々な行動に支えられていることへの感
謝の念や理解を深めることにつながるものであり、持続可能な社会の実現に向けた重要な取組。
	○ 特に食に対する感謝の念を深めていく上で、食を生み出す場としての農林漁業に関する理解が重要であり、「食」と「農林水産業」
のつながりの深化を図ることが求められている。
	○ このため、第4次食育推進基本計画には、食料の生産から消費等に至るまでの食の循環を理解する機会や、食に関する体験活動
に参加する機会を提供するなどの施策を講じることとされている。
	○ くわえて、1で述べた食料安全保障に関わる大きな情勢の変化等に鑑み、農林水産業の生産から消費までの過程やその課題への
国民の理解を更に深めることが必要。令和5年度食育白書では、そのために特に重要となる農林漁業体験の提供、産地と消費者
の結び付きの強化、農林漁業等に関する教育の機会の充実に関する取組を紹介。

第1部 食育推進施策をめぐる状況
特集1 農林水産業に対する国民理解の醸成
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特集2 子供・若い世代を中心とした食育の推進

3 子供・若い世代における食育の必要性
	○ 朝食の摂取や主食・主菜・副菜を組み合わせた食事について、若い世代が実践できない理由として、「時間がないこと」、「食費
に余裕がないこと」等がある。

	○ 子供と同居している世帯については、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の回数を増やすための障壁となっていることとして、
「時間がないこと」、「手間がかかること」、「食費に余裕がないこと」等が挙げられた。

	○ また、普段の食事の準備について、男性は女性に比べて自分で用意していない人が多く、また、乳幼児がいる世帯では、全体と
比べて「一部市販食品を取り入れて、食事を準備している」の割合が高いという状況。

	○ 一方、若い世代では、今後、実践したいこととして「栄養バランスのとれた食生活」、「自分で調理」等が挙げられており、栄養
バランスに配慮して自分で料理もしたいけれど、時間がないこと等により実践が難しいといった側面がみられた。

	○ 国、地方公共団体、関係団体、食品関連事業者等が協力し、健全な食生活の実践に当たって必要となる食品、食材等を入手しや
すい環境を整備していくことが重要。くわえて、自分で調理したいと思う人が手軽に料理に取り組むことができる場の提供やそ
のような場に関する情報発信により、実践につなげる機会を創出していくことも必要。

	○ 食料の生産から消費等に至るまでの食の循環を知り、自然の恩恵として命をいただくことや食べ物が食卓に届くまでの過程に関
わる全ての人に感謝する気持ちを育むためには、学校や保育所等での実習や農林漁業体験の機会の提供等を通じた食育が必要。

	○ 子供や若い世代の食育について、個々の家庭や個人の問題として見過ごすことなく、社会全体の問題として捉え、取り組んでい
く必要。
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第３章 地域における食育の推進

若い世代・高齢者に関わる食育の推進
	○ 若い世代は特集２で示したように他世代より食生活の課題が多く、食に関する意識を高める食育を推進する必要。

	○ 農林水産省では、2023年度の全国食育推進ネットワークの取組の中で学生と企業によるオンラインワークショップを応援する
など、若い世代が主体となった食育の取組を推進。

	○ 高齢者については、健康寿命の延伸に向け、個々の特性に応じてQOLの向上を図る食育を推進する必要。

	○ 厚生労働省では、地域の在宅高齢者等の適切な食環境の整備に向け、配食事業者と配食利用者それぞれに向けた普及啓発用パン
フレットを作成し、好事例も取りまとめ。

職場における従業員等の健康に配慮した食育の推進
	○ 従業員等が健康であることは組織の活性化をもたらし、結果的に企業の業績向上につながることが期待。

	○ 厚生労働省では、健康寿命の延伸に向けて企業・民間団体・地方公共団体と協力・連携した「スマート・ライフ・プロジェクト」
の一環として、社員食堂のメニューの見直し等の好事例を整理した「スマートミール探訪」をウェブサイトで公表。

地域における共食の推進
	○ 近年、ひとり親世帯、貧困の状況にある世帯、高齢者の一人暮らし等が増え、家族との共食を通じて健全な食生活を実践するこ
とが困難な状況も見受けられる。

	○ 厚生労働省では、フレイル予防のための食事のとり方等に関する普及啓発ツールを作成し、高齢者等向けウェブサイト「地域が
いきいき 集まろう！通いの場」でも紹介。

	○ 農林水産省では、こども食堂や多世代交流の場等での共食を通じた食事作法の習得や、それらの共食の場を活用した郷土料理講
習会等の開催等、地域における食育活動を支援。
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第５章 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

地産地消の推進
	○ 地域で生産したものを地域で消費する地産地消の取組は、農山漁村の活性化を図る上で重要な取組。

	○ 食料の輸送量に輸送距離を乗じた指標として「フード・マイレージ」がある。国内生産・国内消費の拡大、地産地消の推進等の
取組は、環境負荷の低減に資することも期待。

	○ 農林水産省では、地産地消を含む農山漁村の活性化や所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国に発信。その他、学校
給食等における地場産物を活用した食育の取組や地域資源を活用した新商品の開発等の６次産業化の取組を支援した。

	○ 食と環境を支える農林水産業・農山漁村への国民の理解と共感・支持を得つつ、国産の農林水産物の積極的な選択といった具体
的な行動変容に結びつくよう、若者（Ｚ世代）を重点的にターゲットとした官民協働による国民運動として「食から日本を考え
る。ニッポンフードシフト」を展開。

環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費にも配慮した食育の推進
	○ 「みどりの食料システム戦略」及び「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する
法律」（令和４年法律第37号）に基づき、環境と調和のとれた持続可能な食料生産とその消費にも配慮した食育を推進。

	○ 第４次食育推進基本計画に基づき、有機農業を始めとした持続可能な農業生産や持続可能な水産資源管理等、生物多様性と自然
の物質循環を健全に維持し、自然資本を管理し、又は増大させる取組に関して、国民の理解と関心の増進のため普及啓発を行っ
ている。

	○ 学校給食での有機食品の利用等、有機農業を地域で支える取組事例の共有等を行うため、2024年１月のオーガニックビレッジ
全国集会において各地方公共団体の事例等を共有した。

	○ また、生産者の環境負荷低減の努力をわかりやすく表示し、消費者等の選択に資する「見える化」の取組を実施。2022年から
農産物に温室効果ガス削減への貢献を星の数で表示する等級ラベルを付して実証販売。2024年３月からは、米について生物多
様性保全の取組の評価も追加し、新たなラベルデザインでガイドラインに則った本格運用を開始した。
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第５章 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等

食品ロス削減に向けた国民運動の展開
	○ 我が国では、2021年度の推計で、食品ロスが523万トン発生。

	○ 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」では、持続可能な開発目標（SDGs）において、小売・消費レベルにおける世界全
体の一人当たりの食料廃棄の半減等をターゲットとして設定。この「2030アジェンダ」も踏まえて、我が国では家庭系食品ロ
ス量及び事業系食品ロス量をそれぞれ2030年度までに2000年度比で半減させる目標を設定。

	○ 国民運動として食品ロスの削減を推進するため、「食品ロスの削減の推進に関する法律」（令和元年法律第19号）が、2019年
10月に施行。

	○ エネルギー・食品等の物価が高騰する中、こども食堂や生活困窮者等へ食品を届きやすくすることが課題。フードバンクに対して、
食品の受入れ・提供を拡大するために必要となる経費を支援するとともに、食品提供元の確保等の課題解決に資する専門家を派遣。

	○ 環境省では、食品ロスに関する情報を集約したポータルサイトを作成。食品ロスに関して正確で分かりや
すい情報を得ることができる環境を整備。

	○ キャラクター「すぐたべくん」を活用した啓発活動のほか、外食時に食べ残してしまった場合には消費者
の自己責任の範囲で持ち帰り「mottECO」を行うことが当たり前になるよう普及に取り組む。

	○ 消費者庁、農林水産省、環境省では、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と共同で、「「おいし
い食べきり」全国共同キャンペーン」を2023年12月から2024年１月にかけて実施。

	○ 消費者庁では、2022年度に、地域に根差した食品ロス削減を推進する人材を育成するため「食品ロス削
減推進サポーター」制度をスタートさせ、2023年度も継続してサポーターを認定。

	○ 環境省では、2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現
をするため、「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）
を展開。「デコ活アクション」の一つとして食品ロス削減を呼び掛け、国民・
消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押し。 デコ活のロゴマーク デコ活アクション

「mottECO（モッテコ）」
普及啓発資材














